
町政ニュース

吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

国
保
税
は
前
年
の
収
入
状
況
を

も
と
に
計
算
さ
れ
、７
月
中
旬
に

納
税
通
知
書
な
ど
が
発
送
さ
れ
ま

す
。各
期
納
期
限
内
の
納
付
を
お

願
い
し
ま
す
。

令
和
６
年
度
の
税
率
な
ど
に
つ

い
て
は
、下
記
の
と
お
り
で
す
。地

方
税
法
の
改
定
に
伴
い
、後
期
高

齢
者
支
援
金
分
の
賦
課
限
度
額
お

よ
び
軽
減
判
定
所
得
が
変
更
と
な

り
ま
し
た
。

各
種
申
告
・
届
け
出
に
つ
い
て

収
入
の
申
告
を
し
て
い
な
い
人

や
、国
保
加
入
・
離
脱
・
解
雇
や
倒

産
な
ど
の
非
自
発
的
失
業
な
ど
の

届
け
出
を
し
て
い
な
い
人
は
、必

ず
申
告
・
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ

い
。税
額
が
変
更
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。各
種
申
告
・
届
け
出

に
必
要
な
も
の
に
つ
い
て
は
、町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て
く
だ

さ
い
。 税

率
な
ど
が
見
直
さ
れ
ま
し
た

令
和
６
年
度
国
民
健
康
保
険
税

医療保険分
(全ての被保険者)

後期高齢者支援金分
(全ての被保険者)

介護保険分
(40～64歳の被保険者)

所得割 世帯の加入者全員の課税所得×6.7％ 世帯の加入者全員の課税所得×2.2％ 世帯の加入者全員の課税所得×1.6％

均等割 世帯の加入者数×27,400円 世帯の加入者数×8,400円 世帯の加入者数×6,700円

平等割 １世帯につき25,800円 １世帯につき9,200円 １世帯につき7,600円

賦課限度額 変更なし65万円 改定前22万円→改定後24万円 変更なし17万円

軽減割合 軽減判定基準（世帯主および被保険者の総所得金額などの合計）

７割軽減 変更なし 43万円＋10万円×（給与所得者などの数-1）以下

５割軽減
改定前 43万円＋29万円×被保険者数＋10万円×（給与所得者などの数-1）以下

改定後 43万円＋29万5千円×被保険者数＋10万円×（給与所得者などの数-1）以下

２割軽減
改定前 43万円＋53万5千円×被保険者数＋10万円×（給与所得者などの数-1）以下

改定後 43万円＋54万5千円×被保険者数＋10万円×（給与所得者などの数-1）以下

口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

保
険
税
の
納
付
に
は
、口
座
振

替
が
便
利
で
す
。納
め
忘
れ
の
心

配
が
な
く
、還
付
が
発
生
し
た
場

合
も
速
や
か
に
還
付
さ
れ
ま
す
。

金
融
機
関
窓
口
に
行
か
ず
、イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
口
座

振
替
の
申
し
込
み
が
で
き
る
W
ｅ

ｂ
口
座
振
替
受
付
サ
ー
ビ
ス
が
始

ま
り
ま
し
た
。ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課
保
険
室

☎
26･

２
２
４
９（
直
通
）

※課税所得＝前年の総所得金額－基礎控除額43万円
※未就学児は、均等割額が一部軽減されます。

まちの木

税率など

軽減割合

町政ニュース

定例教育委員会の傍聴

▼問い合わせ先
教育委員会事務局 教育総務室　☎26-2285（直通）

●日時　4月24日㊌15：30～
●場所　文化センター２階研修室
●定員　先着８人
※当日直接会場へお越しください。

▲Wｅｂ口座振替
　受付サービスに
　ついてはこちら
　（町HP）
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保
険
料
率
が
見
直
さ
れ
ま
し
た

令
和
６
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
に
つ
い
て

2024. ４ ８https://www.town.yoshioka.gunma.jp/

※年金・給与所得者の数は、同一世帯の被保険者と世帯主のうち、次のいずれかの条件を満たす人の数です。
　・給与収入が55万円を超える人（給与収入のうち事業専従者給与分を除く）　
　・前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
　・前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人

※1　旧ただし書き所得(前年度中の総所得金額等－基礎控除額)が58万円以下の被保険者の所得割率は、令和
６年度に限り9.36％とします。

※2　令和６年４月１日前に資格取得した被保険者および障害認定を受けて資格取得した被保険者の賦課限度
額は、令和６年度に限り73万円とします。

　

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、

被
保
険
者
が
等
し
く
負
担
す
る

「
均
等
割
額
」と
、所
得
に
応
じ
て

決
ま
る「
所
得
割
額
」の
合
計
額
で

す
。こ
の
均
等
割
額
と
所
得
割
額

を
決
め
る
保
険
料
率
は
、高
齢
者

の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
に

よ
り
２
年
に
一
度
見
直
さ
れ
る
こ

と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

令
和
６
年
度
の
保
険
料
率
は
、

下
表
の
通
り
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

※
激
変
緩
和
措
置
に
よ
り
旧
た
だ

し
書
き
所
得（
前
年
中
の
総
所
得

金
額
等-

基
礎
控
除
額
）が
58
万

円
以
下
の
人
の
所
得
割
率
に
つ
い

て
は
、段
階
的
に
引
き
上
げ
ら
れ

ま
す
。

 

賦
課
限
度
額
の
改
正

　

中
間
所
得
層
の
負
担
軽
減
を
図

る
た
め
、高
齢
者
の
医
療
の
確
保

に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改

正
に
伴
い
、賦
課
限
度
額
は
80
万

円
と
な
り
ま
す
。

※
激
変
緩
和
措
置
に
よ
り
令
和
６

年
４
月
１
日
よ
り
前
の
新
規
資
格

者
に
つ
い
て
は
、段
階
的
に
引
き

上
げ
ら
れ
ま
す
。

 

均
等
割
額
の
軽
減

　

所
得
の
低
い
世
帯
の
人
は
、均

等
割
額
に
つ
い
て
2
割
〜
7
割
の

軽
減
措
置
が
あ
り
ま
す
。令
和
６

年
度
の
軽
減
割
合
・
該
当
条
件
は

左
表
の
通
り
変
更
と
な
り
ま
す
。

まちの花

軽減割合 軽減判定基準（世帯主および被保険者の総所得金額などの合計） 軽減後均等割額

７割軽減 「43万円+10万円×（年金・給与所得者の数※ -1）｣以下 14,730円

５割軽減 「43万円+10万円×（年金・給与所得者の数※ -1）｣
+29万5千円×（世帯の被保険者数）｣以下 24,550円

２割軽減 「43万円+10万円×（年金・給与所得者の数※ -1）｣
+54万円5千円×（世帯の被保険者数）｣以下 39,280円

令和4･5年度 令和6年度 令和7年度

均等割額 45,700円 → 49,700円 → 49,700円

所得割率 8.89% → 10.07% → 10.07%

激変緩和措置※1 － → 9.36% → －

賦課限度額 66万円 → 80万円 → 80万円

激変緩和措置※２ － → 73万円 → －

均等割の軽減　下線部について、年金・給与所得者の数※が２以上の場合のみ計算します。

保険料率の改定

　

前
年
の
収
入
状
況
が
確
認
で
き

る
６
月
に
正
式
な
保
険
料
額
が
算

定
さ
れ
、７
月
中
旬
に
納
入
通
知

を
発
送
予
定
で
す
。

※
年
金
天
引
に
つ
い
て
は
、仮
徴

収
決
定
通
知
書
を
４
月
初
旬
、本

徴
収
決
定
通
知
を
８
月
下
旬
に
発

送
予
定
で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

住
民
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）
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申請書類の発送元 ポイント還元基準

4,100ポイント
以上の人 町 ポイント数に

応じた交付金

4,000ポイント
以下の人

　ボランティア
センター 景品

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
事
業

手
続
き
は
５
月
15
日
㊌
ま
で

ポ
イ
ン
ト
交
換
を
開
始
し
ま
す

物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金（
非
課
税
世
帯
分
）

吉岡町役場 ☎54̶3111（代表）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ポ
イ
ン
ト
事
業

で
積
み
立
て
た
ポ
イ
ン
ト
を
景
品

な
ど
に
交
換
し
ま
す
。

対
象
者
に
は
申
請
書
類
を
送
付

し
ま
す
。ポ
イ
ン
ト
数
に
よ
り
、書

類
の
発
送
元
と
ポ
イ
ン
ト
還
元
基

準
が
変
わ
り
ま
す
。書
類
に
同
封

の
申
請
方
法
を
確
認
し
て
、手
続

き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

１
世
帯
当
た
り
７
万
円
の
給
付

金
の
対
象
と
な
り
得
る
世
帯
に
、

確
認
書
を
２
月
上
旬
に
発
送
し
ま

し
た
。こ
の
給
付
金
を
受
け
取
る

に
は
、期
限
内
の
手
続
き
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

▼
手
続
き
の
期
限

５
月
15
日
㊌

▼
手
続
き
の
方
法

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
手
続

き
し
て
く
だ
さ
い
。

①
福
祉
室
に
提
出

②
返
信
用
封
筒
で
返
送

※
令
和
５
年
１
月
２
日
以
降
に
町

へ
転
入
し
た
人
が
い
る
世
帯
で
、

まちの鳥

申
し
込
み

審
査
・
決
定

交
付
・
交
換

ポ
イ
ン
ト
交
換
の
流
れ

まちの木

町
が
課
税
状
況
を
確
認
で
き
な
い

世
帯（
確
認
書
が
届
い
て
い
な
い

世
帯
）は
、窓
口
で
の
申
請
が
必
要

で
す
。

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

t-yoshioka@sg-p.jp

よしおかほっとメール
　登録すると、スマホや
パソコンに防災・防犯情
報やくらしの情報などが
配信されます。

URL 

よよしおかほっとメー

問い合わせ先
総務課 協働安全室  ☎26-2243（直通）

新しい生活
のスタート

に！

情報の入手
方法の確認

を

　データ放送を通じて、気象情報や町が発信す
る防災情報などを見ることができます。
　また、群馬テレビのデータ放送では、町からの
お知らせなども掲載しています。

「ｄ」ボタン
テレビリモコン

へ空メールを送信してください。

二次元バーコードを読み取って　

登録はこちら

▼
申
請
期
限

４
月
30
日
㊋

▼
交
換
終
了
日

９
月
30
日
㊊

※
詳
し
く
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
６（
直
通
）

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
３
９
３
０

▲詳しくはこちら




